
●国際委員会運営要綱 
 

                    平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ４ 日  
                    日本学術会議第１回幹事会決定 

 
（組織） 
第１ 国際委員会（以下「委員会」という。）は、会長、副会長（日本学術会議会則第５条

第３号担当）、各部の３名（うち１名は役員とする。）の会員及び必要に応じて会員・連

携会員から選ばれる３名以内の委員をもって組織する。 
 

（分科会等） 
第２ 委員会に、次の表のとおり分科会、小分科会及び小委員会を置く。分科会、小分科

会及び小委員会の設置期間は備考欄に掲げる期間とし、委員長は期首又は適時に分科会、

小分科会及び小委員会の設置について幹事会に提案する。 
 

分科会等 調査審議事項 構成 備考 

アジア学術会議等分科会 １．アジア学術会議

（SCA）の在り方等

の検討及び活動の

推進に関すること 

２．アジア科学アカ

デミー・科学協会連

合（AASSA）への対

応に関すること 

10名程度の

会員又は連

携会員 

設置期間：令和５年

10月１日～令和８

年９月 30日 

ISC等分科会 International 

Science Council等

への対応に関する

こと 

10名程度の

会員又は連

携会員 

設置期間：令和５年

10月１日～令和８

年９月 30日 

IAU分科会 国際天文学連合

（IAU）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

物理学委員会 IAU分

科会と兼ねる。 

（設置期間は、分野

別委員会運営要綱

において定める。以

下、同じ。） 

IUGG分科会 国際測地学及び地

球物理学連合

（IUGG）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会 IUGG分科会と兼

ねる。 

IUPAC分科会 国際純正・応用化学

連合（IUPAC）への

対応に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

化学委員会 IUPAC分

科会と兼ねる。 



IUPAP分科会 国際純粋・応用物理

学連合（IUPAP）へ

の対応に関するこ

と 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

物理学委員会・総合

工学委員会合同

IUPAP分科会と兼ね

る。 

URSI分科会 国際電波科学連合

（URSI）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

電気電子工学委員

会 URSI分科会と兼

ねる。 

IUBS分科会 国際生物科学連合

（IUBS）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

基礎生物学委員 

会・統合生物学委員

会合同 IUBS分科会

と兼ねる。 

IGU分科会 国際地理学連合

（IGU）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会 IGU分科会と兼ね

る。 

IMU分科会 国際数学連合（IMU）

への対応に関する

こと 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

数理科学委員会 IMU

分科会と兼ねる。 

PSA分科会 太平洋学術協会

（PSA）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

食料科学委員会・農

学委員会合同 PSA分

科会と兼ねる。 

IUCr分科会 国際結晶学連合

（IUCr）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

化学委員会 IUCr分

科会と兼ねる。 

IUHPST分科会 国際科学史・科学基

礎論連合（IUHPST）

への対応に関する

こと 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

史学委員会 IUHPST

分科会と兼ねる。 

IUTAM分科会 国際理論応用力学

連盟（IUTAM）への

対応に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

機械工学委員会・総

合工学委員会・土木

工学・建築学委員会

合同理論応用力学

分科会と兼ねる。 



 
  IUTAM・国際連携小委員会 国際理論応用力学

連盟（IUTAM）への

対応に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

機械工学委員会・総

合工学委員会・土木

工学・建築学委員会

合同理論応用力学

分科会 IUTAM・国際

連携小委員会と兼

ねる。 

IUPS分科会 国際生理科学連合

（IUPS）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

基礎医学委員会

IUPS分科会と兼ね

る。 

ICO分科会 国際光学委員会

（ICO）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

総合工学委員会 ICO

分科会と兼ねる。 

IUBMB分科会 国際生化学・分子生

物学連合（IUBMB）

への対応に関する

こと 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

基礎医学委員会

IUBMB分科会と兼ね

る。 

SCAR分科会 南極研究科学委員

会（SCAR）への対応

に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会と兼

ねる。 

  SCAR小委員会 南極研究科学委員

会（SCAR）への対応

に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会 SCAR

小委員会と兼ねる。 

COSPAR分科会 宇宙空間研究委員

会（COSPAR）への対

応に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会と兼

ねる。 

  COSPAR小委員会 宇宙空間研究委員

会（COSPAR）への対

応に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会

COSPAR小委員会と

兼ねる。 

SCOR分科会 海洋研究科学委員

会（SCOR）への対応

に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会 SCOR分科会と兼

ねる。 



IUGS分科会 国際地質科学連合

（IUGS）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会 IUGS分科会と兼

ねる。 

IUPAB分科会 国際純粋・応用生物

物理学連合（IUPAB）

への対応に関する

こと 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

基礎生物学委員

会・統合生物学委員

会合同 IUPAB分科会

と兼ねる。 

CODATA分科会 科学技術データ委

員会（CODATA）への

対応に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

情報学委員会国際

サイエンスデータ

分科会と兼ねる。 

IEA分科会 国際経済学協会

（IEA）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

経済学委員会 IEA分

科会と兼ねる。 

INQUA分科会 国際第四紀学連合

（INQUA）への対応

に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会と兼

ねる。 

  INQUA小委員会 国際第四紀学連合

（INQUA）への対応

に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会 INQUA

小委員会と兼ねる。 

IMA分科会 国際鉱物学連合

（IMA）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会と兼

ねる。 

  IMA小委員会 国際鉱物学連合

（IMA）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会 IMA小

委員会と兼ねる。 

SCOSTEP分科会 太陽地球系物理

学・科学委員会

（SCOSTEP）への対

応に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会と兼

ねる。 

  SCOSTEP小委員会 太陽地球系物理

学・科学委員会

（SCOSTEP）への対

応に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会

SCOSTEP－STPP小委

員会と兼ねる。 



IFAC分科会 国際自動制御連盟

（IFAC）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

機械工学委員会・総

合工学委員会・電気

電子工学委員会合

同 IFAC分科会と兼

ねる。 

IUNS分科会 国際栄養科学連合

（IUNS）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

食料科学委員会・農

学委員会・健康・生

活科学委員会合同

IUNS分科会と兼ね

る。 

WFEO分科会 世界工学団体連盟

（WFEO）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

土木工学・建築学委

員会・情報学委員

会・総合工学委員会

合同 WFEO分科会と

兼ねる。 

IEHA分科会 国際経済史協会

（IEHA）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

経済学委員会 IEHA

分科会と兼ねる。 

WCRP分科会 世界気候研究計画

（WCRP）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

環境学委員会・地球

惑星科学委員会合

同 FE・WCRP合同分

科会と兼ねる。 

CISH分科会 国際歴史学委員会

（CISH）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

史学委員会国際歴

史学会議等分科会

と兼ねる。 

IUPHAR分科会 国際薬理学連合

（IUPHAR）への対応

に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

基礎医学委員会

IUPHAR分科会と兼

ねる。 

ICA分科会 国際地図学協会

（ICA）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会 IGU分科会と兼ね

る。 

  ICA小委員会 国際地図学協会

（ICA）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会 IGU分科会 ICA小

委員会と兼ねる。 

ICLAS分科会 国際実験動物科学

会議（ICLAS）への

対応に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

基礎医学委員会

ICLAS分科会と兼ね

る。 



AASSREC分科会 アジア社会科学研

究協議会連盟

（AASSREC）への対

応に関すること 

第一部国際

協力分科会

の委員の構

成と同じ。 

第一部国際協力分

科会と兼ねる。 

（設置期間は、部が

直接統括する分野

別委員会合同分科

会についてにおい

て定める。） 

IASC分科会 国際北極科学委員

会（IASC）への対応

に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会と兼

ねる。 

（設置期間は、分野

別委員会運営要綱

において定める。以

下、同じ。） 

  IASC小委員会 国際北極科学委員

会（IASC）への対応

に関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

地球惑星科学委員

会地球惑星科学国

際連携分科会 IASC

小委員会と兼ねる。 

IUMS分科会 国際微生物学連合

（IUMS）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

農学委員会・基礎生

物学委員会・食料科

学委員会・基礎医学

委員会・臨床医学委

員会合同 IUMS分科

会と兼ねる。 

CIGR分科会 国際農業工学会

（CIGR）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

食料科学委員会・農

学委員会合同 CIGR

分科会と兼ねる。 

IUSS分科会 国際土壌科学連合

（IUSS）への対応に

関すること 

分野別委員

会運営要綱

において定

める。 

農学委員会・食料科

学委員会合同 IUSS

分科会と兼ねる。 

 
（庶務） 
第３ 委員会の庶務は、日本学術会議事務局の各課・参事官の協力を得て、事務局参事官

（国際業務担当）において処理する。ただし、分科会、小分科会及び小委員会の庶務に

ついては、委員会において別に定める。 
 
（雑則） 
第４ この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、

委員会が定める。 
 



附 則 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 
   附 則（平成１７年１０月２７日日本学術会議第４回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 
   附 則（平成１８年１月２３日日本学術会議第７回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 
   附 則（平成１８年３月２３日日本学術会議第１０回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 
   附 則（平成１８年４月１０日日本学術会議第１１回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
    

附 則（平成１８年７月２６日日本学術会議第２１回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 

 
附 則（平成１８年９月２１日日本学術会議第２４回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 
附 則（平成１８年１０月２６日日本学術会議第２８回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成１８年１１月２２日日本学術会議第２９回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 

 
附 則（平成１９年２月２２日日本学術会議第３３回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成１９年３月２２日日本学術会議第３４回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成１９年６月２１日日本学術会議第３９回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 

 
附 則（平成１９年７月２６日日本学術会議第４０回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 
附 則（平成２０年１月２４日日本学術会議第５０回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。（ただし別表第２ 第２回バイオ鉄学会総会小分科
会から第５回国際自律神経科学会議小分科会までの項の削除は平成２０年４月１日から施
行する） 
 

附 則（平成２０年３月６日日本学術会議第５２回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 
   附 則（平成２０年７月２４日日本学術会議第６０回幹事会決定） 
この決定は、決定の日から施行する。 
 

   附 則（平成２０年９月１８日日本学術会議第６４回幹事会決定） 
この決定は、決定の日から施行する。ただしＰＳＡ分科会の施行については日本学術会

議細則（平成２０年１０月１日日本学術会議第１５４回総会決定）の決定の日とする。 
 

附 則（平成２０年１０月２３日日本学術会議第６７回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２０年１１月２７日日本学術会議第６８回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 



 
附 則（平成２１年６月２５日日本学術会議第７９回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。ただし別表２ 第１回世界加速器会議小分科会から
第２９回国際臨床神経生理学会小分科会までの項を加える決定は、平成２１年７月１日か
ら施行する。 
 

附 則（平成２１年１２月２４日日本学術会議第８６回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２２年２月２５日日本学術会議第９０回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２２年７月１日日本学術会議第９９回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２２年１２月９日日本学術会議第１１３回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 
   附 則（平成２３年３月１７日日本学術会議第１１７回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 
   附 則（平成２３年９月２２日日本学術会議第１３５回幹事会決定） 
 この決定は、平成２３年１０月１日から施行する。 
 
   附 則（平成２３年１１月１６日日本学術会議第１４０回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２４年１月２７日日本学術会議第１４４回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 
      附 則（平成２４年２月２０日日本学術会議第１４６回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 
      附 則（平成２４年７月２７日日本学術会議第１５５回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２４年１２月２１日日本学術会議第１６７回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２５年２月２２日日本学術会議第１６９回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 
附 則（平成２５年９月２４日日本学術会議第１７８回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２６年１月３１日日本学術会議第１８７回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 



 
附 則（平成２６年２月２８日日本学術会議第１８８回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２６年１０月２３日日本学術会議第２０４回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 

 
附 則（平成２６年１１月２１日日本学術会議第２０５回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２６年１２月２６日日本学術会議第２０６回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２７年１月２９日日本学術会議第２０８回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２７年２月２７日日本学術会議第２０９回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２７年５月２２日日本学術会議第２１３回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２７年６月１９日日本学術会議第２１４回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 

 
附 則（平成２７年７月２４日日本学術会議第２１６回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 
附 則（平成２７年１０月１日日本学術会議第２１９回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２７年１０月３０日日本学術会議第２２０回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２８年２月２６日日本学術会議第２２５回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２８年７月２９日日本学術会議第２３２回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２８年８月２６日日本学術会議第２３３回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 



附 則（平成２９年４月２８日日本学術会議第２３３回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２９年６月２３日日本学術会議第２４７回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２９年１０月４日日本学術会議第２５５回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成２９年１１月２４日日本学術会議第２５７回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成３０年１月２５日日本学術会議第２５９回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成３０年２月２２日日本学術会議第２６０回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（平成３０年６月２８日日本学術会議第２６５回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（令和元年５月３０日日本学術会議第２７８回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（令和２年５月２８日日本学術会議第２９１回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（令和２年１０月２９日日本学術会議第３０２回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（令和２年１１月２６日日本学術会議第３０４回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（令和３年２月２５日日本学術会議第３０８回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（令和４年２月２４日日本学術会議第３２２回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（令和５年８月２９日日本学術会議第３５１回幹事会決定） 
 この決定は、令和５年１０月１日から施行する。 
 
 


